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　ⅳ．重点要求

　後発開発途上国等に対し，各国の法制の調査・研究等を行うことにより，
その問題点と解決策を見出し，アジア諸国の法の支配の確立と健全な成長の
ための法的基盤作りに寄与することで，アジアを中心とする開発途上国の経
済発展や我が国の経済的発展を含むアジア経済圏の持続的経済発展を図ると
ともに，アジア諸国との間における国家間のつながりを深め，アジア地域に
おける我が国のプレゼンスの向上を図るものである。
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　６．途上国における法制度整備
　　　インクルーシブな成長の基礎となる法制度整備支援（専門家派遣，
　　研修等による人材育成と法制度構築・運用支援）

　法的基盤が整備されることにより，後発開発途上国等の支援対象国への本
邦企業の進出を促すとともに，支援対象国企業と取引を行う本邦企業の一助
になり，我が国の経済的発展に大きく寄与するものである。
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事業主体

関連項目

　後発開発途上国等に対し，各国の法制の調査・研究等を行うことにより，
その問題点と解決策を見出し，アジア諸国の法の支配の確立と健全な成長の
ための法的基盤作りに寄与するため，支援対象国へ専門家を派遣して各国の
法制に関する実態調査を実施するとともに，支援対象国との共同調査研究の
ために支援対象国の専門家を招へいし協議会・研究会を開催するものであ
る。

事業の内容

＋一般要求
特別重点要求
重点要求



関連する
財政投融資、
税制改正、
規制改革、

制度金融等の施策

　我が国の法制度整備支援は，従来，計画経済体制から市場経済体制へ移行
しようとする開発途上国を中心に行ってきたところ，本事業は，後発開発途
上国等に対し，国家の立て直しを図る観点から実施するもので，各国の法制
の調査・研究等を行うことにより，その問題点と解決策を見出すものであ
る。こうした支援によって，アジア諸国の法の支配の確立と健全な成長のた
めの法的基盤作りに寄与することとなり，そのことが，アジアを中心とする
開発途上国の経済発展や我が国の経済的発展を含むアジア経済圏の持続的発
展を図るとともに，アジア地域における我が国のプレゼンスの向上をもたら
すものである。よって，本事業は，国と国との結びつきを強化して，我が国
がアジア地域の安定を図り，同地域経済の活性化に繋げるという理念に基づ
き，開発途上国支援に積極的に貢献する施策であり，新規事業である。
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